
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

題
名
の
改
正

題
名
を
「
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
か
ら
「
特
定
物
質
等
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ

ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
こ
と
。

第
二

目
的
の
改
正

こ
の
法
律
の
目
的
を
、
国
際
的
に
協
力
し
て
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
を
図
る
に
あ
た
り
、
気
候
に
及
ぼ
す
潜
在
的
な
影
響
に
も

配
慮
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

第
三

定
義
の
改
正

一

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
物
質
等
」
と
は
、
特
定
物
質
及
び
特
定
物
質
代
替
物
質
（
特
定
物
質
に
代
替
す
る
物
質
で

あ
っ
て
地
球
温
暖
化
に
深
刻
な
影
響
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
も
の
と
す
る
こ

と
。

二

こ
の
法
律
に
お
け
る
特
定
物
質
代
替
物
質
の
種
類
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

こ
の
法
律
に
お
け
る
特
定
物
質
代
替
物
質
の
数
量
は
、
特
定
物
質
代
替
物
質
の
量
に
政
令
で
定
め
る
地
球
温
暖
化
係
数



を
乗
じ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

第
四

基
本
的
事
項
等
の
公
表
の
改
正

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
議
定
書
の
規
定
に
基
づ
き
我
が
国
が
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
定
物
質
代
替
物

質
の
種
類
ご
と
の
生
産
量
及
び
消
費
量
の
基
準
限
度
を
定
め
て
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

第
五

特
定
物
質
代
替
物
質
の
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
改
正

一

特
定
物
質
代
替
物
質
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
製
造
し
よ
う
と
す
る
数
量
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
許
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

二

特
定
物
質
代
替
物
質
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十

八
号
）
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
六
条
関
係
）

三

そ
の
他
特
定
物
質
代
替
物
質
の
輸
出
に
関
す
る
届
出
の
義
務
な
ど
、
製
造
又
は
輸
出
等
に
関
す
る
所
要
の
規
定
を
整
備

す
る
こ
と
。

第
六

附
則



一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
前
か
ら
、
特
定
物
質
代
替
物
質
の
製
造
等
に
係
る
申
請
及
び
経
済
産
業
大
臣
の
許
可
等
の
準
備
行
為

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

経
済
産
業
大
臣
は
、
平
成
二
十
三
年
か
ら
平
成
二
十
五
年
ま
で
の
間
に
、
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン

ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
物
質
の
製
造
、
輸
出
又
は
輸
入
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
、
そ
の
数
量
の
報
告
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）

四

関
係
法
律
に
つ
い
て
、
本
法
の
改
正
に
伴
う
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
及
び
第
六
条
関
係
）
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